
吹田市こども計画の体系（案）

基本目標 施策 主な取組内容

基本目標１
子供・若者の権利の尊
重

【施策１】
子供・若者の権利の保障及び意見
の尊重

(1) 子供・若者が権利の主体であることについての理解促進・啓発の取組
(2) 子供・若者が意見を表明の機会の確保（子供・若者が自らの権利を知り、互いを尊重する意識の向上、意見表明の仕組みづくり等）

【施策２】
妊娠期から就学前期における支援

(1) 妊娠、出産、育児の切れ目ない支援（妊娠・出産後等機会を捉えた情報提供・助言、子育て支援センターにおける児童虐待防止の取組、情報・支援が届き
にくい子育て家庭へのアウトリーチの取組等）
(2) 子育て支援サービスの充実
(3) 子育ての相談体制の強化（身近に交流や相談ができる場の充実、子育て支援センターと関係機関との連携等）

【施策３】
幼児期までの子供の成長や遊びと
体験の充実

【第３期吹田市子ども・子育て支援事業計画により取組を推進】
(1) 保育所、幼稚園、認定こども園から学校への円滑な接続
(2) 教育・保育の提供体制の充実及び質の高い教育・保育の実現に向けた取組
(3) 地域の子育て支援機能の強化（利用者支援事業、子育て広場・地域子育て支援拠点施設の設置、一時預かり事業、延長保育・病児保育事業、ファミリー・
サポート・センター事業等）

【施策４】
学童期・思春期・青年期における支
援

(1) 児童・生徒の総合的人間力の育成（教職員の働き方改革、各学校の授業改善に向けた支援、道徳教育、体力向上や食育の充実、国際理解教育や英語力向
上の取組、デジタル・シティズンシップ教育の推進など）
(2) 社会全体の教育力の向上（地域と連携した多様な学びの充実を図る取組）
(3) 特別支援教育の充実
(4) いじめ防止に向けた取組（いじめ予防授業の実施、早期発見・早期対応・組織的対応、専門職との連携強化）
(5) 不登校対策に係る取組（教育センターや青少年活動サポートプラザ等における相談実施、校内教育支援教室の充実、居場所・体験活動の提供等）
(6) 会生活に向けた移行期における取組（消費者・金融経済の知識の取得に資するチラシの配布、消費生活センターでの助言・あっせん、自殺対策推進大学
連絡会・高校連絡会等による連携した支援等）
(7) 就職、職場定着等の取組（就労に悩みを抱えた若者への相談支援、求職者への相談・スキルアップ支援や職業紹介）
(8) 複雑・複合的な課題を抱える子供・若者への相談・支援体制の充実

【施策５】
児童虐待防止対策のさらなる強
化・ヤングケアラーへの支援

(1) 子育て支援センターと庁内外の関係機関との連携した児童虐待の未然防止、早期の発見・対応の強化
(2) ヤングケアラーコーディネーターの設置
(3) 育児支援家庭訪問、乳児全戸訪問、子育て世帯家事・育児支援、子育て短期支援、親子関係形成支援、チラシ配布など啓発活動等の実施

【施策６】
障がい児支援・医療的ケア児等へ
の支援

(1) 切れ目のない支援体制の強化（こども発達支援センターと母子保健・保育所・子育て支援施設等との連携による早期発見・早期療育の推進等）
(2) こども発達支援センターの相談支援やペアレントトレーニング等の家族支援、福祉サービス事業所や保育所等への指導・助言等
(3) 障がい児通所支援サービスの支給決定等の実施

【施策７】
外国にルーツのある子供・若者及び
子育て家庭への支援

【吹田市多文化共生推進アクションプランにより取組を推進】
(1) 多様な文化的背景に配慮した支援（教育環境の整備、学習支援、子供・若者の居場所づくり）
(2) 子育て家庭への支援（多言語で行うワンストップ型の相談窓口の設置、行政窓口への通訳派遣、交流や情報交換の場の提供等）

【理念】子供・若者の笑顔があふれ、健やかに育つまち吹田

基本目標２
ライフステージに応じ
た支援

　　　　全ての子供・若者の笑顔が満ちあふれるまちをめざして、4つの基本目標のもと、16の施策に沿って総合的に取り組みます。

基本目標３
子供や若者の成長・子
育て家庭を支える環境
づくり
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基本目標 施策 主な取組内容

【施策８】
子供の貧困対策の推進

【第２次吹田市子どもの夢・未来応援施策基本方針により取組を推進】
(1) 教育・学びへの支援（学習支援教室の設置、教育センターや子ども・若者総合相談センター等による相談、児童館や地域の学校等学び・体験活動の場の提
供等）
(2) 生活・健康への支援（児童館や子供食堂、太陽の広場、留守家庭児童育成室等居場所の提供、適切な支援につなげるための情報提供、各種相談・支援の
実施）
(3) 保護者の就労・経済的支援（生活困窮者・ひとり親家庭の父母等の就業相談・就労支援、通常保育・留守家庭児童育成室、一時預かり事業等の実施、生活
保護・医療費や各手当の給付、就学に係る費用助成）
(4) 支援体制の整備（各機関の連携ネットワークの構築、子育て広場や子育てサロン等地域での子育て支援の展開）

【施策9】
生きづらさを抱えた子供・若者への
切れ目のない支援体制の強化

(1) 子ども・若者総合センターによるアウトリーチ（訪問支援）や面談等の支援を実施、子ども・若者支援地域協議会における連携等
(2) 家庭児童相談員による児童虐待等相談や対応、児童虐待防止ネットワーク会議の機能の強化

【施策10】
子供・若者が主体となった居場所
の確保

(1) 多様な体験・交流の場の提供（公共施設や地域団体(地域教育協議会や青少年対策委員会等)による交流・体験活動の提供）
(2) 誰もが安全で安心して過ごせる居場所の確保（児童館や青少年施設等公共施設における居場所づくり、留守家庭児童育成室による放課後の居場所の確
保、子供食堂など地域による居場所づくり）
(3) 中学校部活動の安定的・持続可能な仕組みの構築

【施策11】
子供・若者への切れ目のない健康
づくり・医療の提供

(1) 妊娠期や産後期の母子の健康管理（母子健診、妊産婦健康診査）、食生活や生活習慣に正しい知識の啓発
(2) 必要な医療を受けるための取組（かかりつけ医等の定着促進、上手な医療のかかり方の啓発）
(3) プレコンセプションケアの取組（講演会の実施、性感染症検査や性感染症に関する正しい知識の普及啓発）
(4) 健康づくりの取組（各種健康診断の実施、児童・生徒への薬物乱用防止啓発活動、給食による食育の実施）
(5) 自殺防止対策の取組（ＳＯＳの出し方に関する子供・若者への教育やSOSの受け止め方に関する教員等への研修の実施、学校・医療・福祉等関係機関と
の連携会議の実施）

【施策12】
子供・若者の安心・安全な暮らしの
確保

(1) 道路・公園の維持管理
(2) 子育て・ひとり親世帯等向け優先枠等住居の安定確保
(3) 消費者教育、デジタル・シティズンシップ教育、防犯・防災教育の実施、薬物乱用防止や非行防止・防犯についての啓発
(4) 地域のパトロール活動の実施

【施策13】
ひとり親家庭等への支援

(1) 自立に向けた支援（就労支援、児童扶養手当等の支給、医療費助成の実施、専門職員による相談支援、養育費確保に係る補助の実施）
(2) 子供の生活の向上を図る取組（児童館等の居場所の確保、地域団体等による学習の場づくりへの支援）

【施策14】
子育てや教育に関する経済的負担
の軽減

(1) 児童手当の給付、子ども医療費の助成
(2) 利用料の負担軽減の取組（保育料第2子分の無償化、留守家庭児童育成室の利用料の減免）
(3) 就学援助等の実施

【施策15】
子供・若者や子育て家庭への包括
的な支援の推進と情報提供の充実

(1) 重層的支援体制の整備、児童虐待防止ネットワーク会議や子ども・若者支援地域協議会など各分野のネットワーク会議間の連携の促進
(2) SNSやアプリ等を活用した子育て支援サービスや地域の取組など積極的な情報提供
(3) 保護者同士の交流の場の確保、地域の子供・若者を見守り支える人材の確保（子育て・青少年関係団体の研修・情報交換の機会の設定）

【施策16】
働きながら子育てできる社会の推
進

(1) 男女共同参画・ジェンダー平等に関する研修・学習の機会の確保（教職員向け、子供・若者向け）
(2) 仕事と子育て両立支援講座の実施、労働環境の形成に向けた啓発やセミナーの実施

基本目標４
子育て・生活の基盤づ
くり

基本目標３
子供や若者の成長・子
育て家庭を支える環境
づくり
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